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はじめに

本研究は、1930年 代および第2次 世界大戦中に(庶 民院)議 員あるいは官僚 として 「政治」に

参加 した女性たち6名 を取 り上げ、彼女たちの就任以前の経歴 と就任後の活動を検討す ることを

目的としている。本研究が研究対象 とするのは、公的世界において同時代の女性のいわば頂点に

立ったごく少数の女性である。彼女たちのキャ リアは多岐にわたってお り、そのすべてを検討す

ることはできないので、本稿では次の3つ の点に焦点をあて る。第1点 はこ うした 「少数派」の

女性が 「政治」に参加するまでの背景である。第2点 は、議員 あるいは官僚 としての活動のなか

で現れ るジェンダー観である。第3点 はこ うした活動 を通 しての 「少数派」女性 どうしの関係 に

着 目する。 この研究は20世 紀前半における公的な場での女性の活動および政策 とジェンダー との

関連にかんする基礎的研究である。

戦間期のイギ リスは一般的にはフェ ミニズム、女性運動の低調期 といわれてい る。 しか し後に

見るように、1919年 に女性議員が誕生 し、1925年 には女性が行政 レヴェル(キ ャ リア ・コース)

の公務員職に受け入れ られている。女性が政治世界に公的に参入す る機会を得た この時期、チャ

ンスをものに した女性はごく少数であった。 こ うした少数の女性は、なぜ職業 としての 「政治」

に参加 し、フェミニズムにたい してどのよ うなスタンスを取っていたのであろ うか。彼女たちに

とって 「女性 の社会進出」 とは どのよ うな ものであったのだろ うか。彼女たちの多くは自伝を残

し、あるいは伝記がすでに出版 されている。 こ うした 自伝および伝記を利用 し、戦間期の彼女た

ちの共通す る特徴 をあきらかに したい。

1　 研究史

女性議員にかんする研究はイギ リス女性史にお いて比較的手薄な分野ではあるが、伝記的研究

を含めい くつかの研究蓄積がある。女性 と議会あるいは政治 とのかかわ りにかん してはい くつか

の研究書が簡単な歴史的な考察を行 ってい る1。選挙戦および当選以降の女性議員の活動 を伝記

的に追った研究 として、ブル ックスの著書がある2。 ブル ックスの研究は個々の女性議員の活動

について多くの事実を網羅 してい るものの、分析的視点に乏 しい。第2次 世界大戦終了以前に限

るものの、女性議員たちの議会活動(発 言回数や発言内容)を 時系列的に詳細に分析 したのがブ

ライアン ・ハ リソンの1986年 の研究である3。 この研 究において、ハ リソンは1945年 以前の女性

議員は、男性 と女性の領域は異な り男性議員 と女性議員は政治の異なった側面を扱 うべきだ とい



う考えに直面せ ざるを得なかった と主張する。それ ゆえ、女性議員の発言の約50%は 福祉 ・教育

・公衆衛生 ・住宅 ・失業な ど社会政策的課題に、13%は 女性に特に関連す る問題 に限られている

事を示 した。 これにたい して、外交や防衛に関す る問題は14%、 経済 ・貿易問題は8%、 法や憲

法にかかわる問題は2%で あった。女性議員 とフェミニズムとの関係については議員全体 として

は比較的控えめであったと指摘す る。ハ リソンの見解によれ ば議会外におけるフェ ミニズム運動

の分裂、労働党女性議員に特徴的な階級政治をジェンダーの問題 より優先す る傾向、数少ない女

性議員が政党によって分けられ、政党への忠誠が女性議員 どうしの連帯を阻害 したのである。そ

の一方、女性議員のなかで閣僚(政 務次官以上)経 験者が多 く、また、全体 として議会内閣制度

の信奉者であ り、民主主義者 として行動 した点を指摘 し、フェ ミニズム運動 に長期的に与えた影

響を強調 している。

ハ リソンは、また、戦間期のフェ ミニス ト群像を描いている4。そこには最初の女性国会議員

ナ ンシー ・アス トーおよび1920年 代の労働女性議員を代表す る、マーガ レッ ト・ボン ドフィール

ド、スーザン ・ロー レンス、エ レン ・ウィルキン ソンの計4人 の女性国会議員が含まれている。

ここでハ リソンは、知的とはいえないものの女性の権利の拡大のための論陣 を張 り、必ず しも成

功 した とはいえないものの党派を超えた女性議員のネ ットワーキングに熱心だったアス トーをフ

ェミニス トお よび政治家として評価す る。他方、ボン ドフイール ドらについては、階級政治の推

進者 としての側面 を強調 し、労働党の政治家 として有能であったことを強調する。

イギ リスの公的生活(Public　 Life)に おける女性 の歴史的研究を行ったのがヘ レン ・ジョー ン

ズ5である。 ジ ョーンズの扱 う公的生活は政治活動、行政活動のほかにさまざまな女性団体が行

った政策実現のためのキャンぺ一ン活動や国際的な活動 も含まれ る。ジ ョー ンズによる女性議員

の活動にかんする検討は党派活動 よりも、 ジェンダー政治の試みに重点がある。 と同時に、ジ ョ

ーンズもジェンダーをめぐって女性議員の中に対立があったことも見逃 さない。ジ ョー ンズの研

究のも うひ とつの貢献は、 これまでほとんど研究がなかった女性公務員、特 に高学歴者を対象 と

したキャリア官僚への女性の参入 に着 目している点である。女性公務員の研究は必ず しも蓄積が

十分ではなく、それ らは多くの女性が参入 した ノン ・キャ リア事務職 を対象 としている6。数の

上では圧倒的に少人数であるものの、政府の政策に一定の関与ができる立場の女性のジェンダー

観を検討することは重要である。

以下、1で は、最初に1945年 総選挙以前の女性議員の全体像について概観 した後、保守党3人 、

労働党2名 の女性議員について出 自と活動 を検討す る。皿では女性官僚について検討する。官僚

は政治家に比べて 自伝 を残す ことも伝記の題材 になることも少ない。ここでは1925年 に官僚にな

ったひ とりの女性 の自伝を中心に、他の資料 を補 う。

Ⅱ　女性議員

Ⅱ-1　 全体像



イギ リスにおいて女性が被選挙権 を獲得 したのは1918年11月 、選挙権獲得のほぼ半年後であっ

た。その直後の1918年 の総選挙において最初の女性 が当選 した。獄中か ら立候補 し、当選 したの

がシン＝フェインのコンス タンス ・マケー ヴィッチであるが、彼女は他 のシン＝フェィン当選者

らとともにウエス トミンスタへの登院を拒否 した7。それゆえ、イギ リス最初の女性議員 とい う

称号は1919年 の補欠選挙で当選 した保守党のナンシー ・アス トーに通常与えられている。

アス トーを含め、1945年 総選挙以前に当選 した女性議員は38人 である。 内訳は保守党17名 、労

働党16名 、 自由党4名 、無所属(大 学選挙区選 出)1名 である。 この38人 の属性を検討 し、第2

次世界大戦以前の女性議 員のプロフィール を概観 しよ う。

38人 の女性議員の うち選出時に既婚(寡 婦を含む)だ ったのは23人(保 守12名 、労働8名 、自

由3名)で あった8。 この数字か ら保守党 と自由党所属の女性議 員の既婚率は労働党 と比較 して

高いといえるが、この傾向は1929年 の選挙以前ではさらに顕著である。1928年 までに当選 した女

性議員は11名(保 守4名 、労働4名 、自由3名)で ある。保守党および 自由党所属議員全員が当

選時に既婚であったのにたい して、労働党所属議員は全員未婚であった9。 この婚姻状況の差は、

なぜその女性が候補者お よび当選者 とな りえたかを顕著に示 している。

女 性 政 治 家 の 研 究 を行 った カ レル は 初 期 の 女 性 議 員 に つ い て 「男性 代 替 者(male

equivalence)」 とい う概念 を使ってその議員の当選理 由における共通点を示 した。アス トーに端

的に見 られ るよ うに、何 らかの理由で庶民院議員だった夫が庶民院議員資格を失 った とき夫の選

挙区をそのまま継 ぐ妻が この男性代替者である。1928年 以前では保守党4名 の うち3名 、自由党

3名 の うち2名 はこのカテゴリーにはいる。他方、同時期の労働党所属議員はこのような経路を

通って議員 となったものはいない。彼女たちの多くは労働組合活動あるいは労働党活動に熱心な

家庭の出身者だった。教育程度では圧倒的に労働党女性議員が高かった。4人 の うち3人 までが

大学卒業であったが、保守党議員で学位 を持つ ものは皆無、 自由党では1人 であった。社会階層

では、保守党、 自由党議員の多くは中産階級あるいは貴族階級の出身 あるいは貴族 と婚姻 してい

る。

1928年 、女性 の選挙権が男性のそれ と全 く同一の条件でみ とめ られ るようになったが、翌年の

総選挙では、労働党の勝利にのって9人 の新 しい労働党女性議員が誕生 した1°。 さらに2人 の労

働党女性議員が補欠選挙で当選 した。女性議員における労働党優勢を一挙に逆転 したのが1931年

総選挙の保守党の大勝であ り、労働党女性議員は皆無 となった。代わって10人 の新人保守党女性

議員が誕生 した。その後第2次 世界大戦終了までに3人 の新人 と31年 の選挙で落選 した1人 が労

働党女性議員 として当選 し、保守党女性議員に新たに3人 が加 わった。1929年 以降に当選 した女

性議員たちを第2世 代としよう。

第2世 代の一つの特徴は、1928年 まで 「男性代替」者が圧倒的だった保守党女性議員の中に夫

の代替 としてではなく、貴族層 出身で もな く、政治 を志 した女性 が含 まれ 、彼女たちがいわば

「保守党フェ ミニス ト」層 を形成 したことである。次節で触れ るカーザ レもその一人である。第



2次 世 界大 戦後 一時期 落選 していた もの の戦 間期 ・戦 中 ・戦後 にわ た って 女性 の権 利の擁護 に活

躍 したイ レー ヌ ・ワー ドも含 まれ る。 そ の一方 、労働 党 に も女性 を 「男性代 替」 と して利用 す る

動 きが見 られ る。 爵位 を継 い だ夫の 議席 を受 け継 いだ女性 議 員(ル ー シー ・ノエ ル=バ クス トン、

議員 期間1930ー31)、 当該選 挙 区か ら立候補 予 定の 夫の議席 を確 保す るた めに総選 挙 の直前の 補欠

選 挙に 立候補 した(ル ー ス ・ダル トン、議 員期 間1929年2月 一5月)の 例 な どが これ に あた る11。

教育程度 の格 差 は相変 わ らず顕著 で あった。 保 守党 の第2世 代議 員 の うち学位 を持 ってい たの

は2名 であ るの にたい し労働 党 は8名 が大学 卒で あ った。 第2世 代労働 党女性議 員 の うち既婚 者

は保守 党9名(13名 中)、 労働 党8名(12名 中)で あ った。 保 守党 の 中に30歳 台 で 当選す る独 身

議 員が増 える一方 、労働 党 に 「男性 代替 」議 員 が現れ た こ とが格 差が縮 ま った要因 と考 え られ る。

Ⅱ-2　 保守 党議 員

ブ ライ ア ン ・ハ リソンは1945年 以前 の女 性議 員 の既婚 率 に着 目 して 「…(労 働 党女性議 員

の うち一 奥 田)何 人 かは、党 と結婚 したか ら議員 に なっ た。 対 照的 に保 守党 女性議 員 の一 部はそ

の夫 と結 婚 したか らこそ議 員 とな った」12と述 べ た。 ナ ン シー ・アス トー は ま さにそ の夫 との結

婚故 に最初 の女性 議員 となった。 また、保 守党 女性議 員 の なかに は貴族 階級 に属す る もの も多 い。

しか し彼 女 た ちの議 員へ の道 の り、政 治的 ス タ ンスは一様 で はな い。 まず 、貴族 階級 に属 す る女

性議員 とい う共 通点 を もちなが ら多 くの点 で 対照的 だ ったナ ンシー ・ア ス トー とア ソル公 爵夫 人

を、次に 、 中産 階級 の出身者 で職業 と しての政 治 を志 し、議 員 にな ったセ ルマ ・カー ザ レ(1939

年 に結婚 して カーザ レ=ケ ア)を 取 り上げ る。

最 初の 女性議 員 であ り1945年 に引退す るまで通算26年 間庶 民院議 員 であ ったナ ンシー ・アス ト

ー につい て常 に指摘 され るのは 、彼 女 はア メ リカ生 まれ で あ り、1900年 代の は じめにはイ ギ リス

に来て い るが、 当時のイ ギ リス で大 きな うね りにな ってい た女性 参政権 運動 にか かわ っていない

こ とであ る13。 しか し、彼女 の議 会 活動 を検 討す る と、彼 女 は 当選 後意 識 的 に 「女性 の代表者 」

と して行 動 しよ うと してい た こ とが浮 かび 上が る。

ナ ン シー ・ア ス トーは1879年 ア メ リカ ・ヴ ァー ジニ ア州 に生まれ た。生 家 は代 々続 く農場 主で

あったが 、南北 戦争 時 に財 産 のすべ て を失 った。ナ ンシー が生 まれ た頃 、家族 は最悪 の時期 をす

ぎていた が 、彼 女 は幼年 期の 貧 困を生涯 記憶 していた 、や がて鉄 道事業 で成功 した父は再 び農 場

つ きの邸 宅 をか まえ、ナ ンシー は裕 福 な家庭 の娘 と して育 った。 ナ ンシー は最 初近 所 の私塾 的学

校 で、 の ちにニ ュー ヨー クの フ ィニ ッシン グ ・ス クー ル に通 ったが 、系統 的な教 育 を受 けたわ け

で はな か っ た14。 ナ ン シー は ア メ リカ にお い て一 度 結婚 経 験 が ある。 離婚 後 イ ギ リスに渡 り、

1906年 に ウォル ドーフ ・ア ス トー と結婚 し、6人 の子 ども(1人 は前夫 との あいだ の子 ども)を

育 て、大邸 宅 の女主 人 と して 客 を もて なす上 流階級 の女 性 と しての生活 を送 った。 夫は1909年 に

プ リマ ス選 挙 区の保 守党 候補者 とな り、夫婦 は プ リマ ス に家 を購 入 し、選 挙区 とのつ なが りを も

と うと した。1910年1月 の総 選 挙で は ウォル ドー フは敗 北 したが 、1910年12.月 の総 選挙 において



当時2人 区 であ ったプ リマ ス選 挙 区の議 員 とな った、ナ ン シーは この1月 の選 挙 か ら夫 のた めの

戸別訪 問活動 な どを行 ってい る。 岳 父は 『オ ヴザー ヴァー』紙 を買収 した新 聞社 主、1910年 以 降

は さ らに議 員夫人 とい う立場 で多 くの政 治家 と社 交が あった が 、アス トーの 「政治 的ホ ステ ス」

と しての力 量は後 に女性 議 員の ネ ッ トワー ク作 りに活か され るこ と とな る。

1919年 、岳 父の死 去に伴 い、 夫 は爵位 を継 承 し貴族院 議員 とな った。 補欠 選挙 の候補者 に ナ ン

シー ・ア ス トーが選 ばれ た理 由に は、一一つは1918年 総選 挙の 直後 で あ り、 かつ ウォル ドー フ ・ア

ス トー の辞 任が 予想 され てい なか っ たた めに適 切 な候 補者 が得 られ なか ったか らで あ り15、他 の

一つ は
、 ウォル ドー フとナ ンシーは選 挙 区に 人気 があ り、つ なが りを保 と うと した ウォル ドー フ

が提案 した とい うもので あ るlb。1919年11月 に行 われ た選 挙 でナ ン シー ・ア ス トー は約52パ ー セ

ン トの得 票率 で 当選 した。 それ以 降1945年 に 引退す るまで26年 に わた って この選 挙区 を維 持す る

ことにな る。1929年 の労働 党 の 大勝 の時 に は、 労働 党候 補 に211票 差 とい う僅 差 で あった が議 席

を確 保 した17。

すで に述 べ た よ うに、 アス トーは女性 参 政権 運動 に は参加 して い なか ったが 、議 員 にな ってか

らはむ しろ積極 的 に女性 の利 益 を擁護 し、女性 の権利 を拡張 す るため の議 会 活動 を数多 く行 った。

次節 で検 討す るカー ザ レの よ うに一 つの運 動 に積極 的 に コ ミッ トす るこ とはなか ったが 、女性 の

問題 に幅 広 く対処 して きた。 そ の意 味で 、議員 として のア ス トー は フェ ミニス トだ った とい え る。

ただ しその フェ ミニズム は理 論 的 な もの では なか った。 多 くの伝記 作家 が指 摘す る よ うに、彼 女

の発 言 は 理 論 的 で は な か っ た。 ア ス トー は 全 国 女 性 参 政 権 獲 得 協 会(the　 National　 Union　 of

Women's　 Suffrage Societies)の メ ンバ ー と親交 が あ った。 さらに 、NUWSSの 有力 メ ンバ ーで あ っ

た レイ ・ス トレィチ ィを 自身 の 秘書 と して雇 った。 レイ ・ス トレィチ ィは1918年 以降3回 の選 挙

に ロン ドン近郊 のブ レン トフォー ド=チ ズ ウィ ック選 挙 区 か ら立候 補 した ものの 落選 した。 ス ト

レィチ ィはア ス トー に数 多 くの問題 につ い て ブ リー フ ィン グを行 った18。 こ の よ うな女性 か らの

要望 を背 景 に、ア ス トー は女 性 の参政 権 獲得 年齢 の引 き下 げ を主 張 した。戦 間期 の フェ ミニ ス ト

に とって重要 な要求 テーマ で あっ た女性警 察 官 につい て も活 動 してい る。 同一賃 金 の原 則 をめ ぐ

って は党 と対 立す る こともあ った。 詳細 は次 節 で検 討す る。 最初 の女性 議員 とな ったア ス トー の

も とには全 国の 女性 か ら多 くの手紙 が殺 到 した19。 それ 故 、彼 女 はそ の政 治 キ ャ リアの初 期 にお

いて は、 自他 共 に認 め る 「女性 の代表 」 となった。

彼女 は また、 自 らを弱者 の側 に位 置づ けた 発言 を繰 り返 した。 ブル ックス は、1922年 頃保 守党

大会 で 「家 を2軒 持 って い る人 は 、2部 屋 で 暮 らす とい うこ とが どの よ うな こ とか理解 で きな い。

これ が保守 党の 問題 だ」 と発 言 し混乱 に陥 れ た こ と20や 同 じ頃 『ぺ ル メル ・ガゼ ッ ト』 に保 守 党

は都 市計画 、住 宅建 設 、救 貧法 の改 革 、義務 教育 終 了年 齢 の 引き上 げな どで よ り進 歩的 な政 策 を

とるべ きだ と主張 して物議 を醸 し出 した りした こと21を指 摘 してい る。 ロン ドン、選挙 区 、ア ス

トー家 の邸宅 で あ り社交 の舞 台 とな ったチル ヴデ ン(バ ッキ ンガ ムシ ア)ほ か に邸 宅 を もつ アス

トー が この よ うな発 言 を したのは矛 盾 して い るが、 これ は必ず しも ロ先 の こ とば か りではな か っ



た。以 下 に一 例 を示す 。戦 間期 に保 育学校運 動 キ ャンぺ 一 ンに熱 心 に取 り組 んだマ ー ガッ レ ト ・

マ ク ミランは社会 主義 者 で、独 立労働 党 に所属 して いた。1925年 にTUCと 労働 党 は保育所 の増設

をす す める ステ ー トメ ン トを出 した もの の、決 して熱 心 に推進 して いなか った。 これ は保 守党 も

同様 で あった。 ア ス トー は1926年 頃 マ ク ミラン と会 い 、意 気投 合 し運 動 を熱 心 に推 進 した。 ウォ

ル ドー フは保 母 養成校 をカ レッジに拡張 す るため の土地 を寄付 し、ナ ンシー は2万 ポン ドの基 金

を集 め た。 ア ス トー の選 挙 区に保育 学校 が開設 され た。 マ ク ミランは 、1929年 の総 選 挙で はアス

トーの応援 をか ってで てい る。 さらに1930年 代 前 半に は、 不況地域 にお け る保 育学校設 立 のため

に集 め られ た基金 にア ス トー は さらに1500ポ ン ドを寄付 した22。

ア ス トー が最 も よ く発 揮 した のは社 交界 を とお して培 われ た ネ ッ トワー ク能 力で あ った。 初 当

選 後 間 もな い1921年 ア ス トー は 女 性 団 体 諮 問 委員 会(the　 Consultative　 Committee　 of　Women's

Organisation)を 設 立 した。 この委 員 会 の 目的 は女性 の政 治活 動 の連 携 と女性 にか んす る さま ざ

まな問題 に関 して ロ ビー活動 を行 うことであ った。選 挙権 を得 た直後 の女性 に は必 要 な団 体で あ

ったか も しれ ない。 労働党 は この団 体 に否 定的 で あった た めに労働 関係 団 体は参加 しなか ったが、

諮 問委 員会 は アス トー とNUWSSと の対立 で解 消 され るまで約7年 継続 した23。

女性 、お よび 女性 団体 を集結 して ロ ビー活動 を行 うことに よって政治 に女性 の見解 を反 映 しよ

うとい う団体 は後 の女性 議 員 に よって 再 び試 み られ る。1940年 に設 立 され た女性 労働 力 委 員会

(the　Committee　 on　Woman　 Power)で あ る。 この団体 は、1940年5月 に就任 した労働 大 臣ベ ヴィ

ンが 、女性 労働 力 を活 用 し政府 部 内 に これ を扱 う委員 会 を設 立す るべ きだ とい う女性 議員 の働 き

か けに応 じなか った ため に、保守 党 、 自由党 、無所 属 女性議 員 とい くつか の女性 団 体が 中心 にな

って創 られ た。 その後 、後 にふれ る労働 党 のエデ ィス ・サ マ スキル も参加 し、文字 通 り超 党派 の

団体 とな った。 ほぼ1ヶ 月 に1回 の割 合 で会合 を重 ね 、1945年6月 まで存続 した。 女性 労働 力委

員会 は参加議 員 の議 会活動 や その他 の活動 に一 定の枠 をは め るこ とは しなか つた。 議員 に とって

は意 見交換 団体 、女性 団 体 に とっては 自らの意 見 を議員 に表 明す る場 、時 には議 員 が陳情の 手配

をす る場 、 とい う位 置づ けであ った。 しか し、1941年3月 の労働省 の諮 問機 関 と しての女性諮 問

委員会(Women's　 Consultative　Committee,女 性 諮 問委 員会 の女性 議員委 員 は全員女性 労働 力委員

会の熱 心 なメ ンバ ー であ った)の 設 立、戦 争 中大 きな問題 に な った 国家補償額 にお ける男女の 不

公正 、戦後復 興政 策へ の女性 の関与 な ど、戦争 中 にお け る女性 の問題 にかん しては多 くの点 で議

員 たち は一 致 して い る。 この 団体 では後 にふれ る 「保 守 党 フェ ミニス ト女 性議 員」 とサマス キル

が中心 で、ア ス トー は この委 員会 に はほ とん ど出席 してい ない し、大 きな役割 を果 た してい ない

24
。 しか し、ア ス トー が1920年 代 に計 った こ との成熟 した 姿 と考 える こ とがで きる。

第2次 世界 大戦 中 、ア ス トー はす で に政 治的 キ ャ リア の最終 局面 に さ しかか っていた。 初期 に

比べ て議会活 動 の質 が落 ちて きた と評 され るが、 アス トーの 引退 を最 終 的に決 定 したのは夫の説

得 であ った。1945年 総選 挙 を前に彼 女 は政界 か らの引退 を表 明せ ざるを得な かった。 アス トー は

この こ とに非 常に不 満 だ った25。



「赤 い公 爵 夫人 」 と して知 られ た ア ソル公 爵 夫人は ス コ ッ トラン ドの貴族 、 ジ ェー ムズ ・ラム

ジーの長 女 と して生 まれ 、 ウィンブル ドン ・ハイ ・ス クール を経 て ロイヤ ル ・カ レッジ ・オ ヴ ・

ミュー ジ ックに在 学 した。1899年 に後 の第8代 ア ソル 公爵 と結婚 した。 彼 女の 実父 は歴 史家 で あ

った。 彼 女 もまた 自 らパ ー ス シアの軍事 史をま とめ るな ど学 問お よび教育へ の 関心 を持 っ ていた。

第1次 世 界大戦 中は、 国内 にお いてVAD(Voluntary　 Aids　Detachment救 急看 護奉仕 隊)の 組織 化

にかかわ る一方 、夫の 出征 に伴 つてエ ジプ トに行 き、 イ ギ リス軍へ の奉仕 を行 った。 ア ソル 公爵

夫人 は戦争 中の功績 に よ って1918年DBE(Dame　 Commander　 of　the　Order　of　the　British　Empire)を

授与 され た。 第1次 大戦 直前 か ら、 スコ ッ トラン ドの さまざ まな地 方 自治 関連 お よび社会 政策 関

連 の委 員会 の委員 とな った。 こ う した役割 は地 域 の名 望家 夫人 と して当然 の もの であ ったのか も

しれ ないが 、政治家 と しての 訓練 に役 立 った もの と思 われ る。 公 爵夫人 が庶 民院 に立候補す る最

初の きっか けは 、よ り多 くの女性 議 員誕 生 を希 望 して いた ロイ ド=ジ ョー ジが政 界入 りを勧 めた

ことだ った26。 ア ソル 公爵 夫 人は1923年 総選 挙 でパ ー ス シア=キ ン ロス シア選 挙 区か ら立候補 し、

わず か150票 差 で 当選 した。 彼 女 の夫 は爵位 を継 ぐ以 前 には 西パ ー ス シア選 出議 員 を2期7年 に

わた ってつ とめて いる。 しか し、1917年 に爵位 を継 承 したの ち、保 守党 候補者 が無投 票 で選 出 さ

れた ものの1918年 の総 選挙 で は この議 席 は 自由党の候 補者 に議 席 を奪わ れて いた。

彼 女は反=女 性 参政権 論者 で あ り、実際1924年2月 には 自由党 の議員 が提 出 した1918年 人 民代

表法改 正案 に反 対 し、 「私 は 平均 的 な主婦 や母 親 が投 票権 を求 めて い る とい うこ とを否 定す る し、

子沢 山な母親 は政治集 会の た めの時間 は ない」 と主 張す る一方 、参 政権 の拡 張は 「戦 争 中の英雄

的な戦 死者 につ け込 む ものの よ うに思 われ る」27と述 べ た。 ア ス トー とは正反 対 の ス タンス だ っ

た。 また 、男女 同一賃金 に も反対 し、1936年4月 にエ レン ・ウィル キ ン ソンが提 出 した公務 員 に

お け る男 女同一 賃金 を求め る修正案 に反 対 の討論 を行 い 、議決 に 当た って も反対 した(こ の討議

につ いて は以下 に詳細 を述 べ る)。 彼 女 はそ の一方 、1929年 には ケ ニア にお け る女 性 問題 、特 に

女性割 礼 の問題 につ いて関心 を寄せ 、超 党 派の 「有色 女性 保護 委員 会」 の設立 を訴 え実現 させ た

28
。1930年 代 前 半 にはイ ン ドの女性 問題 をエ レ ノア ・ラ スポ ン と取 り上 げた29。 この よ うな植 民

地にお け る女性 問題へ の関 心は 、後の スベ イ ン戦 争 にお け る子 ど もへの 関心 につ なが る。 その 一

方 、 ア ソル は帝 国主義 的 で あ る とい う評価 を受 けてお り、植 民地 へ の 関心 はい わ ば 自 ら描 い た

「よき統 治者 」 のあ り方 だ った とも考 え られ る30

反=フ ェ ミニス トとして知 られ た ア ソル で あるが 、 当選 直後 にエ ジンバ ラで開かれ た女性 昼食

会 で は以 下 の よ うに述 べ た。 その 主張 は第2次 世 界大 戦後 の 友愛 結婚 を先 取 りして い る。 「私 が

思 うには 、私 たちは庶 民院や 国全 体 にたい して女性 が議 会 にたい して どの よ うな貢 献が でき るか

を知 ら しめ る必要 が あ ります。 そ して その た めに私 た ちが家庭 で必 要だ とい うこ とを発 見 した 多

くの資 質 を利 用す る必要 が あ ります 。40年 前 、 理想 の妻 は何 で あれ 夫 が言 った こ とにた い して

『ま さにお っ しゃ る とお り(Amen)』 とい う人の ことで した。今 日では その よ うな考 えは廃 棄 さ

れ 、その理想 とは人生 の幸福 な時 も困難 な 時 も同様 に同 士 と して 、パー トナ ー と して ある こ とで



す。 それ は(過 去 の理 想 よ り 奥 田)は るか に よい もの だ とわれ われ は 考 えてお ります」31。

ア ソル は1924年 か ら29年 まで ボル ドウィン内閣 の下 で教育庁 の政 務 次官 をつ とめ た。 これ は1924

年1月 誕 生 のマ ク ドナ ル ド労働 党内 閣にお いて ボ ン ドフィール ドが 労働 政務次 官 に任 命 され た こ

とにボル ドウィンが対抗 した人 事で あ った。 保守 党 にお ける最初 の女性 閣僚 であ った。 さま ざま

な批判 を浴 び たが 一定 の成 果 を出 し足掛 け6年 この 地位 に あっ た32。1928年 に選 挙権 が男女 同一一

とな った こ とに現 実的 に対応 す るた め に1931年 には ア ソル は 『女性 と政治』 とい う著書 を著 し

た。33

ア ソルが 「ア カの公 爵夫 人」 と呼 ばれ る よ うにな り、最終 的 に議員辞職 に追 い込 まれ るこ とに

な ったの はスベイ ン戦争 とのか かわ りで あった。1936年 にチ ェコス ロヴァキア、ル ーマニア とい

った小 国へ のイ ギ リスの責任 を庶 民院 で強調 した後 、 ア ソル はエ レノア ・ラスボ ン らとこ うした

国 を訪 問 し、 フ ァシズムの 脅威 を 目の 当た りに した。 スベイ ン戦 争 はア ソル に とって脅威 が 実現

した もので あ った。 政府 の 不干渉 政策 を批判 す る一方 、1937年 初 頭 か ら超党派 、お よび労働組 合 、

宗 教団 体 、そ して 既 存 の スベ イ ン共和 国救 援 団 体 を連 合 した 「スぺ イ ン救 援 全 国合 同委 員 会

(National　Join　tCommittee　 for Spanish Relief)」 の組 織化 をはか り、委員 会の委員 長 となった。 エ

レノア ・ラスボ ンが副委 員長 とな り、他 に 自由党 、イ ギ リス共産 党の代表 者が参 加 していた。 さ

らに4月 にはエ レン ・ウ ィル キ ン ソンの誘 い に応 じて 、 「合 同 委員 会」 の代表 団 と して ラスポ ン

とともにスベ イ ンを訪 問 した。 帰 国後 、ア ソルは共 和 国支持 の運動 を活発 に繰 り広 げ る。集会 で

の演説 、スベ イ ンの子 どもの外国 への避 難 の呼び か け(た とえば 、ア ソル が呼 びか けた 「バ ス ク

の子 ど もの た めの 委員 会 」 で はバ ス クか らの 子 ども4000人 をイ ギ リスに受 け入 れ た)、 そ して

1938年 に6.月 にペ ンギ ン ・スぺ シャル と して出版 され 、短 期 間に30万 部以 上 を売 りあげ るベ ス ト

・セ ラー に なった 『スペ イ ンを照 らず サーチ ライ ト(Searchlight on Spain)』 の 執筆 が この時期 の

ア ソル の活動 であ る34。

1938年 、チ ェンバ レン首相 の外 交政策 に反 対 したア ソル に対 して、チ ェ ンバ レンはア ソル を党

籍停 止処 分 にす る と通告 した。 ア ソル はイ ン ド統 治法 をめ ぐって1935年 に一時期 党籍 を離れ た こ

とが あっ た35。 しか し、今 回は スベ イ ンを め ぐる彼 女 の行動 に選挙 区の一 部 が不快感 を示 して い

た。 ミュ ンヘ ン会 談の結 果 にチ ャー チル らとともに抗議 した直後 、選挙 区の保守 党支 部は 、ア ソ

ル公爵 夫人 以外 の候 補者 を探 す ことを多数決 で決 定 し、彼女 が議 員 を辞職 した。1938年12月 に行

われ た、補欠 選挙 に ア ソル公 爵 夫人 は 自由党、労働 党 の応援 を受 け無所 属で 立候 補 し、保守 党の

公認候補 者 と議席 を争 った が1300票 あま りの差 で敗 北 した36。

ア ソル 公 爵夫人 の スベ イ ン戦争 とのかか わ りを中心 に短 い伝記 を書 いた スー ザ ン ・ウィ リアム

ズ は、ア ソル の行 動の原 点 は右 翼、左 翼 とい った政治 的 なイデ オ ロギー で はな く、 自 らが 「道 義

的 に正 しい と思 うこ と」37だっ た と主 張 してい る。 ア ソル 公 爵夫 人 の議 員 と しての キ ャ リアには

女性参 政権 を め ぐって多 くの女性 議 員 と対 立す る側 面 とともに、 スベ イ ン戦 争や植 民地 の女性 問

題 をめ ぐって党 派 を超 えて連 帯 す る側 面 があ った。



アス トーや ア ソル公爵 夫 人 と異 な り、セル マ ・カー ザ レは裕 福で はあ るが 中産 階級 の出身 で あ

った。 フラ ンスか らの移 民 してきたユ グノー を祖 先 に持 ち、 主 と して祖父 が ロシア で築 い た財 産

が家 族 を支 えてい た。 カー ザ レは 自 らを フェ ミニス トと考 え ていた が、 その フェ ミニズム を母 か

らの影響 と考 えて いた。 彼 女の家 には パ ン クハー ス ト夫人 をは じめ と して戦闘的 参政権 論者 が 出

入 りしていた。 ま た母 は有名 な参 政権運 動家 の ほ とん どを知 ってい た。 他 方、 母親 は ウェ ッブ 夫

妻、特 にベ ア トリス との親 交 もあ り、ベ ア トリス ・ウェ ッブ は若 き 日の カーザ レに も影 響 を及 ぼ

した38。

カー ザ レは学 校 で正規 の教 育 を受 け るこ とな く成長 した。LSEに お け るS.ウ ニ・ッブの講演 や

バーナー ド・シ ョウの講演 へ の参加 や 、 自宅 で オ ックス フ ォー ドの 卒業生 を 「家庭 教師 」 と して

の歴 史の勉 強、 女性 のため の討論 クラブへ の参加 な どが彼 女 の教育 であ った。

カーザ レは 自叙伝 のなか で早 くか ら政 治 に関心 を持 ってい た と述べ て い る。彼 女 の兄 ヴィ クタ

ー も政治家 を志 し、1924年 か ら戦 死す る1943年 まで約20年 間保守 党議 員 と して チ ッピン グハ ム選

挙区か ら選 出 され て いた。 カーザ レは さ らに 自 らの政 治の 世界 にお け る 「父」 をデイ ヴィ ッ ド ・

ロイ ド=ジ ョー ジ と し、 メガ ン ・ロイ ド=ジ ョー ジを 「ロイ ド=ジ ョー ジ家 ばか りではな く、世

界の 多 くの場 所 に行 くとき にそれ を携 行 す る とい うも っ と型 どお りの 意味 で のパ スポ ー トだ っ

た」39と親 しさを強調 してい る。

カーザ レは21歳(1920年 ご ろ)の とき に地 元 の教 区委員 会 を手始 めに政 治活動 をは じめ、1924

年 には ロン ドン州 会 のイ ー ス ト ・イ ズ リング トン選挙 区の 保守 党候補 者 と して ノ ミネー トされ 、

1925年 の選 挙で 当選 した。 その後1931年 に長 老 市会議 員(ア ル ダマ ン)に 任 命 され るまで7年 間

を州 議員 と して 、主 として教 育 関係 で活 動 した。1931年1.月 にカー ザ レの地盤 で あった庶 民院 イ

ース ト ・イ ズ リン グ トン選 挙 区選 出議 員 であ った労働 党 のエ シル ・べ ンサム の死去 に伴 い、補 欠

選 挙が行 われ る こ とにな り、カー ザ レが候補 者 とな った。1931年2月 に行 われ た補欠 選挙 での 対

抗 候補は 労働 党 の女性候 補者 のエ リザベ ス ・マ ニ ングだ った。 この選挙 区 は1918年 以来選 挙 ご と

に 当選者 の所属 政党 が変 化 していた。 補欠選 挙 では保 守 党の党 内事 情 もあ って 当選 を逃 した が、

31年10月 に行わ れ た総選 挙 では現 役議 員 のエ リザベ ス ・マニ ングを破 って初 当選 した。31年10月

総選挙 は、保守 党 の大勝 にの って保守 党女性 議 員が13名 当選 した。 この ときに初 当選 した保守 党

女性議員 の 中には 、戦争 中保 健省 の政 務 次官 な どをつ とめ た フロー レンス ・ホー スバ ラや 、 女性

問題 に関心の深 か ったメイ ヴィス ・テイ ト、イ レー ヌ ・ワー ドな どが い る。

カー ザ レは 自身 を 「公然 た る フェ ミニ ス ト」40と考 えて いた が、 そ の一方 、 「私 が反 抗 的だ っ た

と して も大 き く変 わって はい なか っただ ろ うが、振 り返 ってみ る と、私 は 党の規 律や院 内総 務 に

あ ま りに も忠 実す ぎたか も しれ ない と思 う。 これ が私 の数少 な い親友 イ レー ヌ ・ワー ドの意 見で

あ る … 」41と自叙伝で述 べ て いる。 これ を象徴す るで き ご とが1936年4月 に国会 で起 きた。

1936年4月1日 、労働党 の エ レン ・ウィル キ ン ソンは公 務員 の一 般職(common　 class)に つ い

て 男女 同一 賃金 を求め る修 正案 を提 出 した。4時 間近 くにわた って行 われ た討議 の後 、採決 が 行



われ、政 府原案 に反 対す る投 票 が多数 を 占めた。 女性 議 員の うち、保 守党 の2名(メ イ ヴィス ・

テイ トとイ レー ヌ ・ワー ド)は 討議 に も決議 に も参加 しなか った。 保守党 の ア ソル と無所 属のエ

レノア ・ラスボ ンは ウィル キ ン ソンの修 正案 に反 対の討 議 を行 い 、ア ソル は政府 原案 に賛成票 を

投 じ、 ラスボ ンは決議 に参加 してい ない。 カーザ レは討 議 の間 に発言す る こ とはな かったが決議

では 、政府原 案へ 反対 票 を投 じた。 さ らに、保 守 党の ア ス トー 、ホー スバ ラ、 自由党 の メガン ・

ロイ ド=ジ ョー ジは ウィル キ ン ソン とともに政府 原案 への反 対票 を投 じた。 政 府原 案の否決後 、

ウィル キ ン ソンの修正 案が決 議 にふ され 、反 対 多数 で否 決 され た。 この とき、ア ス トー、 カー ザ

レ、 ロイ ド;ジ ョー ジ、そ して ウィル キン ソンは修正案 に賛成 した。つ ま り、ア ス トー とカー ザ

レは、保守 党の 党首 が首相 で あ るに もか かわ らず、2度 政府 に反 対 票を投 じた42。

この議題 は4月6日 に再 び討議 され た が、政府 は これ を政府 への信任 を問 う決議 と した。 その

た め、1日 に政府 案 に反対 票 を投 じた保守 党所 属女性 議 員た ちは微妙 な立場 に追 い込 まれ た。 カ

ーザ レは議 場 で 自 らの立場 につ い て以下 の よ うに述 べた。

私は今 日の私の投 票 を 、本 日の主た る議題 、す な わち同 一労働 同一賃金 につ いての私 の

立場 をあ き らか に しな けれ ば記 録す る こ とが でき ない と思 い ます。 先週 の水曜 日(4月

1日 奥 田)に 私 は2度 ま で政府 に反対 す る投票 を しま した。 私 が この よ うな投票 を

した のは 、 ジャ ロー選 出議 員(ウ ィル キン ソン 奥 田)の 修正 案 の原 則 とその正 しさ

を信 じて いた か らです。 …私 は、 この件 につ いて の 自 らの意見 を変 えな けれ ばい けない

こ とに なって 、非 常 に遺憾 で す。今 夜 の投票 を政府 が信任 投票 と しな けれ ばな らな い と

考 え られ た こ とを私 は残 念 に思 います。 しか し、 それ が必要 だ と考 え られ たの な らば、

私 は確 実 に政府 を信 任す る投 票 をす るで しょ う。 と申 します のは 、私の 同一 賃金 にかん

す る意 見が ど うであれ 、 この厳 しい時 期に 挙国一 致 内閣が政権 を維持 してい るこ とが非

常 に重要 と考 えるか らです。 しか しなが ら、政府 は先 週水曜 日の敗 北 の原 因 となった問

題 につ い て真剣 に再 考 され るこ とを望 み ます。 なぜ な らば、 この こ と(政 府 の敗 北

奥 田)は この国 の世論 が 同一賃 金 につい て変化 して い る ことの あ き らかな証拠 だ と確信

す るか らです43。

この判 断 は、保守 党 の他 の女性議 員 に かん して も同様 で、ア ス トー 、ホー スバ ラはカーザ レと

ともに4月1日 か ら立 場 を変 えた。 さ らに ワー ドとテ イ トが政府 へ の信 任票 を投 じた(ア ソルの

投票 は記録 され てい な い)。4月1日 と同様 に政 府へ の反 対票 を投 じたの は メガ ン ・ロイ ド=ジ

ョー ジ と ウィル キ ン ソンのみ であ った44。

1944年 、教育 法改 正の議 論 の 中で男女 の教 員へ の同一 賃金 を求 め る要求 が女性議 員 の間か ら起

こ り、国会 で の決議 に持 ち込 まれ た。 この ときの動 議 の提 出者 はカーザ レで あった。政府 は再 び

一度 は敗 北 した ものの
、1936年 と同 じ戦術 で この動議 を葬 った45。



カー ザ レは1945年 総 選 挙で敗 北 し、そ の後立候 補 す る こ とはな か った。 しか し、1947年 に設 立

され た同一賃 金 キャ ンぺ ー ン委 員会(the　 Equal　Pay　Campaign　 Committee)を 中心 に積 極 的に活 動

した。 同委員 会は1944年 に結成 され てか ら1947年 まで保 守党 女性 議 員(1945年 総選 挙で落選)メ

イ ヴィス ・テ イ トが委 員長 をつ とめてい た。1947年6月 のテ イ トの 死 亡後 、カー ザ レが委員 長 を

つ とめた。 超 党派 の女性議 員お よび 元議員 が この運動 に参加 して いた。 カーザ レは この活動 が超

党派 でな され た こ とを高 く評価 してい る46。1947年1.月 の集 会 には 、テ イ トお よび カーザ レとな

らん で、労働 党の新 人議員 バー バ ラ ・キ ャ ッスルが弁 士 と して参加 してい る。 また 、1950年 にイ

レー ヌ ・ワー ドが国会 に復 帰 したか らは、 後 に触 れ る労働 党 のエデ ィス ・サマ ス キル と並 んで 、

国会 にお け るこの運動 の代 表者 と して活 動 しだ7。 ハ ロル ド・ス ミスの研 究 は カー ザ レの個 人 文

書 を使 って彼 女 が保守 党 首脳 部 に この問 題 につ いて積 極 的 に働 きか けた こ とを あき らかに した48。

カー ザ レは テイ トや ワー ドとな らん で保 守党 フ ェ ミニ ス ト議員 グル ー プ を形 成 してい た。 出 自

や 当選 までの過 程は 大 き く異 なる もの の、 アス トー も 「フ ェ ミニス ト ・グルー プ」 に加 える こ と

が可能 であ る。彼 女 た ちは保 守党議 員 の 中では少数 派 で あ った もの の 、他 党 の女性議 員 と協 力 を

す るこ とに よつて、 自らの 主張 を議会 に反 映 しよ うと した。 他 方、 ア ソル は反=フ ェ ミニ ス トで

あ つたが 、スベ イ ン戦 争時 に見 られ た人 道 的支援 活動 は他 党 との協力 を可能 に した。 党 を超 えた

女性 ど うしのネ ッ トワー クが数少 な い女性 議 員 の活動 を よ り重 要な もの と した。

Ⅱ-3　 労働 党議 員

戦間期 にお いて労働党 とフ ェ ミニズ ムの 関係 は非 常 に微 妙 であ った。 労働党 は 「市 民権 の平等

(Equal　Citizenship)」 をマニ フェス トに掲 げてい た が49、 近 年 の研 究 は戦 間期 の労働 党 は労働 者

階 級の女性 にか んす る問題 は ジェン ダー の 問題 と して で はな く、階級 の問題 と考 えていた ことを

あき らかに してい る5°。 この よ うな状 況 の 中で、 労働 党所 属 女性議 員 は どの よ うに活動 し、 どの

よ うに ジェ ンダー の問題 につ い て考 えてい たの であ ろ うか。 こ こで取 り上げ る労働 党 議員 はエ レ

ン ・ウィル キ ン ソン とエ デ ィス ・サマ スキル の二 人 であ る。 ウィル キ ン ソンは1924年 か ら31年 ま

で、お よび1935年 か ら47年 までそれ ぞれ ミ ドル ズバ ラ ・イ ー ス ト、 ジ ャ ロー選 挙 区選 出議員 だ っ

た。 また 、1929年6.月 か ら31年8月 ま で保 健相 スーザ ン ・ロー レンスの 大臣私設 秘書 を、39年5

月 か ら8月 ま で年 金省 の政務 次官 をつ とめ た後 、チ ャーチル 首相 の挙 国 一致 内閣で 国土防衛 省 の

政 務次官(2名 任命)、 そ して 、戦 後 のア トリー 内閣 の下 で教 育相 と して1944年 教 育法 の実 施 責

任者 とな ったが 、戦争 中に健 康 を損 ね 、47年2月 喘 息 の発 作 と睡眠薬 の過 度 の摂 取 が原因 で現役

のまま死 亡 した51。

ウィル キ ンソンは1891年 、マ ンチ ェス ター の労働 階級 の住 む 地域 に生 まれ た。 父 は アイル ラ ン

ド系で、綿 工場 の労働 者か ら保 険外 交員 へ と転 じた労働 者 で あった。 いわ ば 「リスぺ クタブル 」

な労働 者階級 世帯 が彼 女の生 家 であ った。 父 か ら労働組 合 に かん して教 え られ た が、彼 女の政 治

への参加 は、家庭 よ りも地域 社会 、特 に生 まれ 育 ったマ ンチ ェス ター にお ける女性 参政権 運動 、



労働運動などの影響の結果だった52。奨学金でマ ンチェスター大学に進学 し、ここで大学 フェビ

アン ・ソサエテ ィの活動家 となった。卒業後はNUWSSの マンチェスター支部でのオーガナイザー

や労働組合活動を経て1923年 か らマンチェスター市議会議員をつ とめた。1923年 、アシュ トン=

アンダー;リ ン選挙区か ら立候補 し落選 した。その翌年の総選挙で ミドルズバラ ・イース ト選挙

区から当選 した。その後31年 までこの選挙区の議員をつとめていたが、31年 の総選挙で落選 した。

その後1935年 総選挙で、ジャロー選挙区か ら当選 した。

ハ リソンによれ ば、ウィルキンソンは1924年 総選挙時に彼女の選挙運動に参加 していた女性 自

由連合(Women　 Freedom League)の メンバーに 「女性議員が独 自の政策を持 ち、本質的に男性

と異なっているかのよ うに話すのは、女性候補者や女性団体 にとって間違っ」たアプ ローチであ

る、 と語った53。すでに見たよ うにウィル キンソンは同一賃金では積極的に活動 したものの、議

員 としてのキャリアにおいて特に女性に関連 した質問をすることは少なかった。政治的アジェン

ダにかん して女性 と男性 とを分け、女性特有の問題 を取 り上げよ うとい う立場、言い換えれば議

会政治にジェンダーの側面を取 り入れよ うとする態度は、戦間期の労働党議員には弱かった。労

働党の基本的な立場は、階級がジェンダーに優先す るとい うものであ り、女性議員たちもその立

場 をとった。フェ ミニズム、特 に平等派 フェ ミニズム と労働党は緊張関係にあった。ボン ドフィ

ール ドが女性の家庭責任を強調 したのは
、家庭外での知的労働 を求める女性を中産階級 と考え、

それにたい して、家庭にあることこそがよりよい生活を意味 した大半の労働者階級女性の現実を

反映 した見解 と考えられ る54。フェミニズムがジェンダー間の平等を第一の課題 とす るならば、

フェミニス トと労働党は対立関係にある。 しか し、1936年4月 の事例はウィルキンソンがフェミ

ニズムと労働党を結びつけることを可能 とした新 しいタイプのフェ ミニス トだった とい うハ リソ

ンの評価を うらづけている。

その一方、ジェンダーの問題 が党の分裂を招 く自体に発展 しそ うな ときには、ウィルキンソン

は政党の立場を優先 させた。そのよい例が産児制限をめぐるウィルキンソンの行動である。労働

党の政策 における産児制限の位置づけは、戦間期の労働党における女性の位置づけ、ひいては労

働党のジェンダー政治のあ り方を如実に示 していた。パ メラ ・グ レイ ヴスが詳述 しているように、

産児制限は労働党にとって党内分裂を招 く危険なテーマだった55。ジェフリー ・ウィークスによ

れ ば19世 紀末か ら始まった母性 への関心、第1次 世界大戦前後の性問題への関心は、1920年 代の

イギリスにおいて前世紀の性道徳 とは異なった性への態度、性道徳のあ り方を模索す る動きとな

った56。この うち、特に産児制限は同時代の人々の関心の一つの中心だった。中産階級はもちろ

ん、労働者階級の女性 もそれぞれ独 自の産児制限の方法をもち、実践 していたものの、性的なこ

とにたいす る女性の無知、特に女性の身体に危険を及ぼ さない産児制限の方法への無知が、労働

者階級の女性 にとって深刻な問題 をもた らしていた。1915年 に女性協同組合ギル ドが 『母性生 働

く女性か らの手紙』を出版 し、繰 り返 され る妊娠出産が母体に与える影響 を生々 しく伝えるにい

たって、この問題は社会問題 となった。 グレイヴスは さらに第1次 世界大戦中の女性の活躍によ



って、産児制限が従来 とは異な り、より積極的に議論できるようになった、と指摘する57。

1920年 代に入 り、労働党に所属する女性たちは公立の母子福祉センタにおいて、既婚女性 が希

望 した場合に家族計画にかんす る情報を与えることを可能 とす るよ う要求 した。 さらに労働党内

においてこれを労働党の政策のなかに入れるよ う要求 した。 しか し、労働党は支持層の中のカ ト

リック教徒の反発を恐れ て拒否 した。1920年 代を代表する労働党の女性運動家であったマ リオ ン

・フィリップスは党の団結を重視 して
、女性の訴えを退けた。執行部の反対にもかかわ らず、女

性一般党員たちは20年 代を通 してこの問題 を訴え続 けるが、1928年 党の女性会議でこの問題を労

働党の政策に入れることを断念せ ざるを得な くなった。 このとき、 ウィルキンソンは党執行部の

方針を強 く支持 した。 ウィルキンソンの表向きの理由は、この問題は党の綱領にのせるよりは党

派を超えた女性 の努力に任せたほ うがよい、とい うものであった58。ウィルキンソンが産児制限

は階級差の問題ではないか らと述べているが、実際は選挙区内のカソリック教徒に配慮 した結果

ではないかと、ブライアン ・ハ リソンは考えている59。この見解はこの問題 について考察 した他

の研究者 にも共通 している。また、グレイ ヴスは労働党が産児制限に消極的だった理由として、

単にカ トリック層への配慮のみな らず、労働者階級男性の性への態度に根 ざしたジェンダー観 を

指摘 している。産児制限は性 における男性 の優位 を脅かす ものなのである60。ウィルキンソンや

フィリップスは党の団結 を脅かす可能性のあるこの問題について女性一般党員の側に立つことは

できなかった。

母子福祉セ ンタが産児制限にかんする情報を 「医学上の必要がある ときに限 り」既婚女性に教

えることは1930年 の保健相伝達で可能になった。それゆえ、党 との関係 ではこの問題は決着する

ものの、選挙区におけ るカ トリック労働者階級の支持をめ ぐって問題がな くなったわけではない。

後にサマスキルの選挙運動においてその実例を見よ う。

ハ リソンは著書の中でマーガ レッ ト・ボン ドフィール ド、スーザン ・ロー レンス、 ウィルキン

ソンの3人 を取 り上げたが、3人 とも生涯独身であった。ハ リソンの言 う 「党 と結婚 した女性た

ち」であった。 この傾向は戦間期にやや変化 し始 めるが、戦後は ざらに明確になる。1945年 総選

挙に初 当選 した15人 および50年 総選挙までに初当選 した新人3人 を加 えた18人 の女性労働党議員

を 「戦後派労働党女性議員」 とすると、彼女たちの うち既婚者は11人 である。以下に検討するエ

ディス ・サマスキルは1938年 に初当選 したが、さまざまな意味で 「戦後派労働党女性議員」との

共通点が多かった。サマスキルは1938年 か ら55年 までをフルハム ・ウェス ト、55年 から61年 まで

ワリンング トン選出議員だった。1945年8月 から50年2月 まで食料省の政務次官 を、ついで50年

2月 か ら51年10,月まで社会保健相 をつ とめた。医師の家庭 に生まれ、自身 も医師 とな り、既婚、

子 もちで議員 となったサマスキルは、戦後イギ リスに起 こった女性 の高学歴化 と既婚女性の就業

増加を先取 りしている。彼女はまた女性の権利 の擁護者 としても知 られている。先取 り、 とい う

点について言 えば、サマスキルは結婚後 も旧姓で職業および議員活動を行った。 旧姓で国会議 員

活動を行 ったのは彼女が始めてである。 この点についてサマスキル は自叙伝で以下のよ うに語 っ



てい る。

1924年 、私 が 医師資格 を獲 得 した とき、私 は 『エデ ィス ・サマ スキル』 と して医師登録

を行 った。 この記録 は私 が結婚 した後 もその ままで あ り、選挙管 理官 と飽 き飽 きす るよ

うな議 論 を何 回か交 わ したの ち、 この名 前で立候 補 した。 候補者 が世 間に知 られてい る

名 前 で選挙 に 出馬 す るこ とは認 め られ ていた ので 、私の この行動 も全 く法 にかな った も

のだ った。

しか し、私 が 当選 した とき、既 婚女 性 と しての私 が 旧姓 で議 員 となれ るか 否か につ いて

疑問 が非公 式 的に提 起 され た。 旧姓 で議 員 にな ろ うと したの は私が 始 めてであ るの で、

前例 が なか った。

… …法律 家が 頼 りとす る法 律 も規則 もなか った し、慣習 もほ とん どな かった。 ・一 ・

表 に出 ない まま、偏 見で ス タ ッフ ォー ド ・ク リップ スに この問題 を私 にぶつ ける よ う要

求 して い る人 々が い たが、 私は ク リップ スに次 の よ うに考 え るよ う助言 した。私 は彼 に

も し私 が 、エ デ ィス ・サマ ス キル 以外 の名 前で 死亡証 明書 に署名 した ら、 その証明書 は

無効 か と聞 いた。 彼 はそ うだ ろ うと認 め た。

「も し、 医師会 が、 結婚 した後 も姓 を変 え るこ とな く、私 が高度 の責任 感 を必要 とす る

専門職 を遂行 す る資格 が あ る と認 めてい るの に、 ど うして議 会 は頑 固に反 対す るのか し

ら」 と私 は ク リップス にい った。 これで この 問題 に決着 がつ き、 スタ ップォー ド ・ク リ

ップ ス はそれ以 上何 も説 明す るこ とはなか った61。

自身 の職 業 的 アイデ ンテ ィテ ィにつ いて この よ うな見解 を持 って いたサ マ スキル は 、 どの よ う

な公 的領 域 で活 躍 し、 どの よ うな考 え を持 っ た フ ェ ミニ ス トだ ったの だ ろ うか。 サマ ス キル は

1901年 開業 医の娘 と して ロン ドンのブルー ム ズベ リで生 まれ た。 自叙 伝 か らは父 の影響 が強か っ

た こ とが うかが われ る。 父 の ウィ リア ム ・サ マ スキルは 、1905年 に当時家 族 が住ん でいたエセ ッ

クス州 のイ ル フォー ドか ら州議 会選 挙 に立候 補 し落 選 した。 グラ ッ ドス トンの熱 烈 な崇拝 者だ っ

た ウィ リア ムは 、州議 会選 挙 に は無所 属 で立候 補 し、唯 一 の公 約 は衛 生行 政 の推進 だ った62。サ

マ スキル の 自叙伝 にお け る父 の記 述は 、不衛 生や 無知 に よる妊産 婦や 乳幼児 の病気 、死亡へ の ウ

ィ リア ムの怒 りを多 く描 い てい る。 またサ マ スキル は子 ども時代 父 の往 診 につ いてい き、こ う し

た実態 を見 てい る。 これ は後 に医師 と して母 子福 祉や 女性 の健康 につ い て多 くの発 言 をす る こと

にな るサマ スキル の 関心 につ なが ってい く。 サ マ スキル はま た、 自らの フ ェ ミニズ ムの原 点 を家

庭 に 、 しか し母 では な く父 に求 め てい る。 サ マ スキル は1918年 に ロン ドン大学 に入学 し、その後

チ ャー リン グ ・クロス病院 で 医師 と しての訓練 を受 け、24年 に医 師の資格 を得 た。25年 に医師で

あるジ ェフ リー ・サ ミュエル と結婚 し、男女 一 人ずつ 子 ど もを授 か った。

サ マ スキル が政 治の世 界 に入 った のは1933年 、母性 お よび児童 福祉 委員 会の委員 を引き受 け と



である。翌34年 ミ ドルセ ックスの州議会議員に初当選 した。サマスキルは 自身を生粋の労働党支

持者 としている。34年11月 ロン ドン南部のパ ットニ選挙区の補選に労働党候補 として立候補 し、

約2500票 差で敗北 した。ただ、この地域は保守党が圧倒的に優位で第1次 世界大戦後か ら1945年

まで行われた10回 の選挙(1945年 総選挙を含む;現 職議員死亡による補欠選挙が2回 行われてい

る)の すべてにおいて、保守党候補者が勝利 した63。

ついで35年 総選挙で、バ リー選挙区で立候補 した。地元の選挙区労働党からの要請にこたえた

ものであった。 自叙伝では 「バ リーで労働党が勝利する可能性がかな り高かった」64と述べている

ものの、実際にはバ リー選挙区は第1次 世界大戦後一貫 して保守党候補者が勝利 していた65。こ

こでサマスキルは医師 としての自らの信念 と選挙区の社会的独 自性 とが鋭 く対立す る場面を経験

する。 この地域には19世 紀中ごろからアイル ラン ド出身の移民が多 く流入 した。その結果、地域

社会でのカソリック教会の影響力は無視 できなかった。一方、サマスキルは、「近代的な若い医

師 として…、経済的、社会的そ して人道的な見地か ら家族計画に賛成 していた」66。選挙戦 の後

半、サマスキルは地元カ トリック教会の代表 と称す る4人 の聖職者から、今後いかなる女性 に も

産児制限の方法を教えない と約束すれば、次の 日曜 日に教会で信者に彼女に投票するよう呼びか

ける、とい う 「取引」を持 ちかけた。彼 らはその得票をお よそ5000票 と見積 もった。聖職者側 も

労働者階級の信者が労働党の政策お よびサマスキルに魅力を感 じていることを無視できなか った。

この申 し出はサマスキルによって拒絶 され た。投票の結果、お よそ5600票 差でサマスキルは落選

した67。サマスキルは ロン ドンに戻 り、34年 に善戦 したパ ッ トニ選挙区に隣接するプラム ・ウェ

ス ト選挙区で1938年 行われた補欠選挙に立候補 し、お よそ1500票 差で当選す る。

すでに見たようにサマスキルの主要な関心のひ とつは女性 と子 どもの健康や母子福祉にあ り、

彼女はこの問題に医者 とい う専門家 としての立場か らアプローチすることを自らの使命の一っ と

考えていた。サマスキルが労働党に加入 し議員 となる原点 も、20一30年 代に診察室で長期にわた

る貧困と飢餓が家族 に与える影響を医師 として診察 し、広範 に拡大 した失業を効率的に解消でき

るのは国家による計画経済だけ と考えたこと、そ してその政治主体は労働党だ と考えたことだっ

た、と自叙伝にある68。彼女は、議員に当選直後か ら、癌や結核に関する法案の審議の中で女性 、

特に貧困な家庭の主婦の立場に立った議論を展開 した。たとえば、貧 しい世帯の主婦たちが経済

的な問題のために症状に気づ きなが らも病院にいくことをためらい、病状 を悪化 させ ることや、

ウェール ズの貧困世帯の主婦への表 面的な批判(食 事に缶詰 を多用するので家族の栄養状態が悪

い)へ の反論な どである69。彼女は戦間期 におけるもっとも有名 な産児制限の運動家であったマ

リー ・ス トープスの業績 を高く評価 していた。ただ し、ス トープスの人格 については、理解 はす

るもののある種の付き合いにくさも感 じていた ようである70。

ミドルセ ックスの州議会の選挙運動中に男性か ら示 された 「同一賃金」の原則への反感 ・無関

心について批判的な目を向けた。第2次 世界大戦が始ま ると、当時民間防衛な どによる死傷にた

いする国家補償額が男女で異なつていることが大きな問題 となった。サマスキルは1942年3月 に



ロン ドンお よび周辺部の女性8100名 の署名 を添えて 「同一国家補償」を訴えた。 この問題は戦争

中において党派を超 え、性 による差別にたい して女性議員の協力がお こなわれた一例 である。

「同一保障」が容易に 「同一賃金」の要求につなが ることを恐れた政府の重い腰を上げさせたバ

ックベ ンチか らの要求のなかでサマスキルが果 した役割は大きかった。すでに見たようにサマス

キルはその後 「同一賃金」を求める運動においても大きな役割を果た した71。

このよ うなサマスキルの活動を見た とき、「女性 の権利の擁護者」 としての彼女の役割は明確

である。その一方、サマスキルは家庭 を大切にし、子 どもにたいする母親の役割を重視 した。 ま

た性道徳についてはむ しろ保守的であった。医師 としての仕事を続けなが ら母親になる道を選ん

だサマスキルは子育ての多くを住み込みの乳母に頼った。 しか し、国会議員になってか ら毎晩電

話をかけ、また親子の密接な関係 を重視 し、寄宿制学校に否定的な見解 を持つなど、戦間期から

戦後にかけて支配的だった育児理論に共通す る点があった。決定的に異 なるのは、当時の育児理

論が母親役割 のみを強調す る傾向があったのにたい して、サマスキルは父親(サ マスキルの夫)

の子育てへの関与を高 く評価 していたことである。他方、戦争中に起 こった女性動員におけるサ

マスキルの対応は彼女が性道徳においてある種 ヴィク トリア的な道徳観念を持っていたことを示

している。戦争中サマスキルは女性動員にかんす る労働省の諮問委員会の委員に任命 された。

難 しい問題 となったのは、売春婦を徴用するか とい う問題であった。戦争によって利益

を得ている女性 が、 しかも怠惰 な女性 が徴用 を免除 され るとい うのは不公正なように思

われ る一方、多分潜在的な性感染症 にかかっている売春婦が軍隊に入隊す ることを認 め

るのは(男 性)兵 士たちの利益なのだろ うか。

われわれは、 もしある女性 が売春婦だ と申請 したら、徴用を免除す ることに決めた。委

員会のメンバーの何人かは売春婦 といえども、このよ うなことで 自らの職業をあきらか

にす るか疑っていた。 しか しそれは杞憂だ。軍隊の厳 しい規律の もとでの規則的な仕事

とい う図は売春婦に とって好 ましいの ものではないので、彼女たちは 自らの罪を認 める

ことをため らいは しないだろ う。

私はかつて売春の根源には失業があると考 えていた。 しか し、戦争 とその後の完全雇用

の時代の経験は私の見解を変化 させたことを認めなければな らない72。

サマスキルは戦後の既婚女性の就労について否定は しなかった。また、離婚率の上昇を背景に

離婚女性の権利の擁護 も行 っている。以上か ら、サマスキルは、平等派 フェミニス トや母性主義

フェ ミニス トとは異なったパ ラダイムを持ったフェミニス トと考 えられ る。男女の平等について

は積極的に発言 してい く一方、多 くの女性が直面 している家庭、家族の問題を具体的に解決す る

方法を探 る、とい うのがサマスキルのジェンダー政策への基本的スタンスであった。



Ⅲ　女性官僚

ここで考察する女性官僚 とは、1925年 に女性が受験可能 となった行政 レヴェルの選抜採用試験

を経て公務員になった女性 を指す。 もちろんそれ以前か ら公務員に女性は採用 されていた し73、

女性公務員のなかには、昇進によってある程度の地位に達 したものもいた。 また、女性工場監督

官のように主 として高学歴女性 が試験に よって採用 され る職種 もあった74。本稿で行政 レヴェル

採用試験に合格 した女性を検討対象とす るのは、女性が受験可能 となった直後に採用 された女性

は公的分野への女性の参入の歴史のなかで一画期をなす もの考える とともに、20年 代半ばで採用

された女性官僚は第2次 世界大戦中および戦後の行政のなかで一定の役割 をはた したからである。

また、本稿 で詳 しく分析す るア リクス ・キル ロイ(1946年 に結婚 してMeynell姓 になったが、本

稿ではキル ロイで統一する)の 伝記のよ うに、彼女たちは 「先駆者」の一人 として、回想 を残 し

ている、とい うことも研究を進める上で大きな利点である。

行政 レヴェルの公開試験は1924年 まで女性 には閉ざされていた。25年 に初めて女性が最初に受

験可能 となった年には80名 の男性 と27名 の女性が志願 し、男性19名 と女性3名 が合格 した75。3

名の女性合格者の一人が本稿で検討す るキル ロイである。 キル ロイは試験 について以下のように

自叙伝に書いている。

1925年 の試験における条件は22歳 以上24歳 未満、300点 満点の 口頭試問 と5種 類の一般常識的

な問題(500点 満点)に900点 分の選択 した分野の試験 とい う構成であった。キル ロィは、「私た

ちが受験 した試験は現在行われているの とは大 きく異なっていた。知能検査 もない し、心理学者

との面接もなかった。たとえば、架空の国会質問の答弁を書いた り会合の司会 をした り、といっ

た勉強 した ことはない技術 によって判断 され ることはなかった。その代わ り、学位のために勉強

した科 目によって主 として試験が行われた。 …多くの科 目の試験を受 けた結果で成績が決まると

い うのは、オール ・ラウンダーにも優秀な専門家 と同様に成功のチヤンスを与えるものであった

・・」76。またキル ロイによれ ば答案 には受験番号 しか書かれ ないので、志願者 の性別やエスニ シ

ティを知るすべはな く、口頭試 問について も試験官たちは 「確実に結婚す るのだから、女性 を採

用す るのはほとんど無意味 とコメン トした と言われている」が300点 満点中245点 とい う高得点を

得た77。

キル ロイはこのように試験の公平性を主張す る。その一方、彼女は自分 自身の経験や年子で同

時に試験を受 けた姉への仕打ちから、行政 レヴェルへの女性 の進出に官庁は消極的、あるいは敵

対的態度をとったことも認 めている。キル ロイの姉は大学で化学を専攻 した後、キル ロイ ととも

に1925年 に行政 レヴェル試験を受験 した。結果は補欠 リス トの第1位 だった。一般的には翌年の

試験 までの一年間の うちにいずれかの省庁において欠員が生 じるので、姉の採用は確実だ と思わ

れた。 しか し、実際にはその一年間全 く欠員が生 じなかった。 キル ロイは、省庁は補欠 リス ト第

1位 が女性であるのをみて、欠員 を発表 しなかったのだろ うと考えている。そ して 「これは単な

る推測ではない。私の勤めていた部署が実際このよ うに振舞 った。その上、彼 らが姉妹 を同時に



雇用することを期待するな ど全 く理にかなっていない、とい う議論 も付け加 えた78。

次に、最初の行政 レヴェル試験の合格者であ り、以降1955年 に辞任するまで30年 官僚 として働

いたキル ロイの伝記的側面を検討する。 また、彼女は1926年 に行政 レヴェル試験に合格 し後に都

市計画行政の中心 となるイ ヴリン ・シャープ と大学時代からの友人であ り、キル ロイの 自叙伝に

はシャープに関す る記述が多い。 この部分について も本稿では取 り入れて検討する。

キル ロイの父は海軍の軍医でほとん ど家にいなかった。 さらに父がその生家か ら勘当されてい

たために、彼女の生活の中心は母 と母の生家であった。 また、キル ロイは母方の家族の思想や生

活態度 こそが自らを作 り上げた と考える。比較的裕福な中産階級の出身だった母方の祖父は法律

事務所を開いていた。母方の家系についてキル ロイは 「ミッ ドランズとイース ト・アング リアに

ルーツを持ち、軍関係者 を出すことがなく、ユニ タリアンで、穏やかで、政治的に リベ ラル、あ

るいは急進的」79と評 した。祖父母は ともに非常 に熱心 なグラッ ドス トンの支持者だった。但 し

キル ロイの母は結婚前に独 自にカ トリックに改宗 し、父 も改宗カ トリックであった。

女性の 自立を当然視す る家族の存在がキル ロイの人生設計に大きな役割 を果た した。祖母が穏

健派女性参政権運動の熱心な活動家であ り、伯母や伯叔母(伯 叔父の妻)も 全員が参政権運動に

積極的にかかわっていた。母は看護婦であ り、結婚前には志願 してイン ドにも派遣 されていた。

また、シャープの生家 について 「私 と同 じようにイヴリンの家庭 も女の子が職業を持って経済的

自立をするとい う前提だった。 もっ とも私の家が女性参政権運動を背景に持 っていたのに対 して、

彼女の場合はイー リングの牧師だった父親は非常に リベ ラルだ ったことに因るのだが」80と述べ

ている。

キル ロイの父の収入は多いとは言えず、両親は裕福ではなかった ものの、教育には熱心で、娘

たちを寄宿学校 に入れ、大学教育に備 えた。キル ロイは1922年 にオ ックスフォー ド大学サマヴィ

ル ・カ レッジに入学 した。専攻は 当時近代人文学(Modern Greats)と 呼ばれた哲学 ・政治学 ・

経済学のコースを取 った。特に力を入れたのは哲学であった。オックスフォー ド大学の学費は伯

父 と伯母に依存 していた。卒業後はロン ドンで法廷弁護士になることを希望 していたが、卒業 し

た年に行政 レヴェル試験を女性 も受験可能になったことを知 って、弁護士への準備期間中収入を

得、ロン ドンで自活するための方策 として受験 を考えた。合格後、商務庁に配属され、以後30年

のキャリアがスター トした81。

シャープは、セン ト・ポール女子校 を卒業後、キル ロイ と同 じ年にやは りサマヴィル ・カレッ

ジに入学 し歴 史を専攻 した。教師志望者に与え られ る奨学金 を獲得 し、学費に充てていた。シャ

ープはキル ロイより1年 遅れで行政 レヴェル試験に合格 し
、商務庁を振 り出 しに保健省、大蔵省

を経由 して、1946年 新設の 「都市お よび農村計画」省の事務次官代理に、1955年 事務次官に任命

された。事務次官 になったのはシャープが最初であ り、その後退任する1966年 まで、この分野に

おいて多大な影響力を発揮 した。1925年 の行政 レヴェル試験では、戦争 中、労働省において女性

労働行政の重要な位置を担 うメア リー ・ス ミー トンも行政 レヴェル試験に合格 した。 スミー トン



もまた、オ ックスフォー ド大学において近代人文学、特に経済学を中心に専攻 した82。高学歴女

性が、自立の手段 として行政 レヴェル試験 に挑 んでいたことがわかる。

すでに指摘 したよ うに行政 レヴェル試験が開始 され る前に、女性公務員の一部は比較的高い地

位 について いたが、1920年 こ うした女性公 務 員を 中心 に女性 公務 員協議 会(the Council of

Women Civil Servants)が 結成 された。初代の委員長は主席女性 監督官のアデ レーヌ ・ア ンダー

ソンだった。協議会の主要 目的は、性別による制限や不利益を是正 し、男女公務員の雇用方針の

平等化 を求めること、すなわち男女の機会均等を求めることであった83。キル ロイは商務庁入庁

後す ぐに協議会への参加を誘われた。そのとき協議会のメンバーは行政 レヴェル試験の女性への

開放は協議会の最初の勝利だ と説明 した81。キル ロイ、シャープ、ス ミー トンらはこの協議会に

参加 し、戦間期か ら第2次 世界大戦中、そ して戦後にわたってさまざまな活動をす ることになる。

この時期の女性公務員、特に高学歴 の女性公務員にとってさまざまな差別の中で大 きな問題 と考

えられていたのが、外交官か らの除外であった。結婚退職制度や男女の差別的賃金の問題 も重要

ではあったがキル ロイ らが特に熱心 に活動 したのが外交官職への女性の参入 だった。1933年 に任

命 されたシュスター委員会においてもキル ロイは外交官職への女性の参入を認めるよ う発言 し、

実際キル ロイ 自身がその当時スウェーデンおよび フィンラン ドとの貿易交渉にあたっていたこと

が女性 にも外交ができることの積極的な証拠 として利用 された85。女性の排除は1929ー31年 の ト

ムリンソン委員会報告時にも協議会か ら批判 されたが、結局1946年 まで女性は外交官職にはみ と

め られなかった。

結婚退職制度についてキル ロイは微妙な立場 にあった。後 に彼女の夫 となる男性は、キル ロイ

と出会った当時既婚だった。 キル ロイが戦争前 に恋人 と彼 らの結婚の是非について話 し合 ったと

き、キル ロイ 自身の積極論は 「女性 は結婚 して子 どもを得ても、官僚制度の中で昇進可能 とい う

ことを、身をもって示す」86ことができる、 とい うものであった。結局キル ロイが結婚 したのは

1946年 であり、結婚退職制度が廃止 され る1ヶ 月半前であ り、彼女は例外規定を申 し出なければ

な らなかった。

男女同一賃金 についてキル ロイは同時代の フェ ミニス トたちとは異なった考 えを持っていた。

第2次 世界大戦中の男女同一賃金 に要求については、 「同一賃金問題 では私は舞台の裏に とどま

ることができて喜んでいた。 とい うのはその当時、この主張の正 当性について個人的には疑って

いたか らである」87と否定的である。 キル ロイ は、女性が男性 と同一の労働 を行 うことには疑い

がない、 としている。 しか し雇用主は女性 労働者が結婚 し子 どもを持った ときに彼女が退職 し訓

練費用を失 うか、あるいは出産 と子育ての休業期間の経済的 コス トを負担 しなけれ ばな らない、

それ ゆえ経 済的 に は非 同一 賃金 が 正 当化 され る、 と考 えた88。 後 に 、 キル ロイ は国家 に とって子

どもが必要である以上、母親 たちが子育てでキャ リアを失 うことがない ように条件 を整備す る責

任がある、 とい う意見に変わったが。 これ についてもこの問題は狭 く経済的に考えるべき問題 で

はない、 として、女性の結婚、出産、育児が 「経済的」には企業(官 庁)に とって負担であると



い う意見は崩 していなかった89。

女性公務員協議会は外交職への女性の参入 をめ ぐって、女性議員たち、特にⅡ ー2に おいて考

察 したカーザ レと密接な関係 があった。カーザ レは1941年 秋以降、女性の外交職への参入を認め

るよう、外相アンソニー ・イーデンに積極的 に働 きかけていた90。キル ロイはカーザ レについて、

「持続的な熱意 をもって、常に女性の利益のために戦 うと信頼できる」人91とい う最大限の評価

を した。 さらに後に述べるように協議会が1958年 に解散 した ときの記念夕食会で、招待 した 「議

会やその他における友人や援助者」の中で、特にイ レーヌ ・ワー ドとカーザ レの名をあげて感謝

している92。女性官僚、女性公務協議会 とフェ ミニス ト議員 とのつなが りを象徴 している。

キル ロイは自らをフェミニス トと位置づけている。すでに見たよ うにキルロイの母方の家庭は

女性参政権運動家が多 く、また女の子 どもも職業を持つのを前提 として教育がなされた。 キル ロ

イに とってのフェ ミニズムは、女性 も一人の個人 として扱われ、公正な競争によって地位 をうる

べ きであ り、女性であることによって不利益をこうむることを否定するとともに、女性であるこ

とによって特別の考慮 も求めない、 とい うものであった。 キル ロイは自らのフェ ミニズムについ

て自分たちの世代に共通 した考え としていた93。しか し、戦間期のイギ リス女性運動の流れに位

置づけたとき、キル ロイのフェミニズムは平等派のそれに属す るが、あま りにも素朴なジェンダ

ー ・ブライ ドなフェ ミニズムだった
。彼女は男性 と女性 のバランスについて以下のよ うに述べて

いる。 「男性志向的な世界に住んでい る限 り、女性 が独 自の困難に直面することを否定するもの

では全 くない。… その一方、女性は男性 が持 っていない優位性 を持 っているとい うのも事実

だ。女性たちは長生きだ し、早期に退職で きる。女性 は賃金労働 をするか家庭にいるかを選択で

きる、あるいは実際には両方 を行 うことができる。女性は母親になる喜びを経験することができ

る。女性は従来男性の領域 とされた活動すべてに先駆者 として入ってい くすば らしい興奮を味わ

うことができる。女性は男性 よりも服装の 自由がある。 この女性 の世紀に一体誰が男性であるこ

とを選ぶのだろ うか」94。

キル ロイは同一賃金にかんす る自らの見解 が女性公務員協議会に共通す る考えとは思わないも

のの 自らのフェミニズムは共通 していると考えている。協議会は公務員の男女同一賃金の原則が

承認 された後1958年 に解散 した。女性 に限った組織の必要がな くなった、 とい うのがその ときの

理由だった。 キル ロイは、1980年 代後半に自伝 を書 くときには 「現在のフェミニス トは(協 議会

を解散す るとい う 奥 田)決 定に賛成 しないだろ うし、私 自身 も今 では疑いを持 っている」95

としている。 しか し協議会が、外交職への女性 の参入、同一賃金、そ して結婚退職制度の廃止の

3点 を実現 した時点で、役 目を果た したと考 えたことは協議会が男女の形式的平等の実現を目的

としていたことを雄弁 に語 っている。協議会 もまた、形式的な平等を実現すれ ば女性 の参入や昇

進は公正な競争の結果で決定するとい う平等観 を持ったもの と考えられる。第2次 世界大戦中の

女性労働政策を研 究 したサマーフィール ドは、労働省の要職 にあったメア リー ・ス ミー トンが戦

時保育所の設置に否 定的だった ことをあきらかに した。それ を受 けて、ヘ レン ・ジ ョーンズは



「政策決定現場の要職 に女性がいることが必ず しも女性の利益になるとは限 らない し
、女性 団体

の見解が大臣への勧告に生かされ るとも限 らない」 と主張 した96。 男性社会のなかで 「競争」 に

よってその地位を得た女性官僚たちの ジェンダー ・ブ ライ ドな フェ ミニズムは、 「女性 の見解 」

「女性独 自の立場」を見えないものに していたといえる
。

Ⅳ　まとめ

以上、検討 した 「少数派」の女性 たちの活動か ら浮かび 上がる点について、「は じめに」にお

いて設定 した課題にそ くしてま とめる。

第一に彼女たちの背景である。 アス トー とア ソルは ともに貴族階級 であった。彼女たちはその

地位が政治への参加を促 した と考えられる。彼女たちの政治へのかかわ りはいわば地域の名家 と

してのかかわ りから導かれた といえる。他方、こうした貴族階級に属 さない女性たちは、父、ま

たは母が政治あるいは女性参政権運動に熱心な家庭に育った。 これは ウィル キンソンを除 くすべ

ての女性 に共通 してお り、その うちの何人かは母親が参政権運動の支持者であった。参政権運動

の支持者であった母親が、穏健派であったか より戦闘的な側 を支持 していたかはあまり関係 ない

ようである。1919年 に女性が参政権を得た後、立候補 した参政権運動家の女性が当選することは

なかった。 しか し、1920年 代後半か ら政治の世界に登場する世代に影響を与えていた。母親の影

響力が弱い家庭にあっても、 リベ ラルな考えを持った父親が娘に大きな影響 を与えた。娘が政治

(行政)に 志すことを許す、あるいは積極的にそれを応援す る家庭 は、上記の女性たちのほぼす

べてに共通す る背景である。

しか し、 リベ ラルな家庭は必ず しも娘に高等教育を与える家庭 ではなかった。保守党の女性議

員の大学進学率の低 さは、彼女たちが学校教育を通 して社会への認識 を養 ったのではないことを

示 している。 この点は労働党議員 と一線を画 している。 また、カーザ レとキル ロイとは育った環

境が似ているにもかかわ らず 、大学教育を受け専門職 につ くことを当然視するか否かは大きく異

つた。大学教育を受けていることが前提であった官僚に女性が進出す るためには、娘の教育をど

のように考えるか、さらに高いハー ドルがあった。一方、女性の高等教育への参入は、 ウィル キ

ンスのよ うなキャ リアを労働者階級 出身の女性に可能 にしていた。

ジェンダー観 については、ア ソルの例外をのぞいて本稿で取 り上げた女性は、ほぼ全員、 自ら

を男女は平等であることを信 じているとい う意味でフェミニス トとみな していた。際立ってい る

のがキル ロイの形式論にこだわる平等観である。他方、女性議員たちはより実態に対応 した女性

の地位の向上、女性や子 どもの福祉の増大 を要求 していた。女性議員た ちは自ら女性たちの代表

であろうとした。 しか し、政党に属す る議員である以上、政党の政策や選挙戦略の枠を超えるこ

とはできなかった。 ウィル キンソンに見 られる選挙区のカ ソリック、政党内部 にお けるマスキュ

リニティ文化への配慮、あるいはカーザ レらに見 られ るよ うに、政府への信任投票へ とい う手段

に訴えられたとき、ジェンダーの問題は政党政治の犠牲 となった。 ジェンダーにかん してではな



いが自らの信念 を貫いたア ソルは結局議員辞職に追い込まれた。政党がジェンダーにかんす る問

題 を積極的に解決 しよ うとしない とき、そ こに属す る女性議員は矛盾 した立場に追い込まれた。

女性に参政権が与え られ、参政権が男女平等になった後、女性 有権者が男性を上回ることとな

った。政党や政治家は女性票を無視 しては政治が行 えないよ うになった。 しか し、ジェームズ ・

ヒン トン97が1940年 代後半 についてあきらかに したよ うに単一の志 向を持った 「女性票」は存在

しなかった。それ ゆえ女性議員は女性票 を当てにす ることなく選出 され、その上で政党にジェン

ダー政策を訴えなけれ ばな らなかった。1918年 以降のジェンダーの平等への歩みが緩やかなもの

、 であった一つの理 由はここにあると思われる。

最後に 「少数派」女性 どうしの共闘関係を指摘 しておかなければならない。本論で検討 したよ

うに、同一賃金問題では女性議員の多 くが党を超 えて一致 した意見をもった。外交官職の女性へ

の参入問題では、女性議員 と女性官僚 とが協力関係にあった。ア ソルは人道問題で、政治的理念

が大きく異なるウィルキンソンと協力 した。その効果 を十分に発揮できなかったが、党派を超え

た女性議員の意見交換の場を作 り、政策形成に役立てよ うとす る動 きもあった。

女性 が公的に政治に参加することが可能になった戦間期、実際に政治の世界に参入 した女性は

共通するバ ックグラン ドを持っていることが多かった。彼女たちの多 くは男女の平等の推進に熱

心であったが政党政治の枠の中でそれ を実行す ることは困難であった。 しか し、女性 どうしはイ

ッシューによっては協力 していた。 こうした女性 どうしの協力関係 と政策形成過程 との関連につ

いては稿 を改めて検討 したい。

*本 研 究 は 、 日本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 費 補 助 金(基 盤 研 究A(1)課 題 番 号14201040)に よ る研 究 成 果 の 一 部

で あ る 。
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